
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日
提
出

質

問

第

二

六

一

号

住
基
ネ
ッ
ト
の
本
人
確
認
情
報
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

保

坂

展

人
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住
基
ネ
ッ
ト
の
本
人
確
認
情
報
に
関
す
る
質
問
主
意
書

年
金
記
録
問
題
の
検
証
や
社
会
保
険
庁
改
革
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
取
り
扱
わ
れ
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
住

民
の
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
が
保
障
さ
れ
、
充
分
な
説
明
責
任
が
果
た
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
立
場
か
ら
、

以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

年
金
記
録
問
題
検
証
委
員
会
事
務
局
（
総
務
省
行
政
評
価
局
、
以
下
、
本
項
に
お
い
て
「
総
務
省
」
と
い
う
）
が
実
施
し

た
「
五
、
〇
〇
〇
万
件
の
基
礎
年
金
番
号
へ
の
未
統
合
記
録
」
「
一
、
四
三
〇
万
件
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
未
収
録
厚
生
年
金
記

録
」
お
よ
び
「
三
六
万
件
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
未
収
録
船
員
保
険
記
録
」
の
年
金
記
録
検
証
事
務
（
サ
ン
プ
ル
調
査
）
に
つ
い

て（
�
）

住
基
ネ
ッ
ト
の
本
人
確
認
情
報
を
利
用
で
き
る
事
務
は
「
住
民
基
本
台
帳
法
」
別
表
記
載
の
事
務
に
限
定
さ
れ
て

い
る
が
、
総
務
省
が
年
金
記
録
検
証
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
年
金
記
録
と
住
基
ネ
ッ
ト
本
人
確
認
情
報
と
を
照
合
し
た

法
的
根
拠
は
何
か
。
総
務
省
を
本
人
確
認
情
報
の
提
供
先
と
す
る
年
金
記
録
検
証
事
務
は
、
「
住
民
基
本
台
帳
法
」

別
表
お
よ
び
「
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
（
以

下
「
総
務
省
令
」
と
い
う
）
」
の
ど
こ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。

一



（
�
）

社
会
保
険
庁
が
住
基
ネ
ッ
ト
本
人
確
認
情
報
を
利
用
で
き
る
年
金
事
務
は
、
「
住
民
基
本
台
帳
法
」
別
表
第
一
に

お
い
て
、
い
ず
れ
も
裁
定
請
求
な
ど
何
ら
か
の
届
出
に
関
す
る
事
務
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
同
法
第
三
十
条

の
七
第
三
項
は
「
住
民
の
居
住
関
係
の
確
認
の
た
め
の
求
め
が
あ
つ
た
と
き
に
限
り
」
本
人
確
認
情
報
を
提
供
す
る

も
の
と
す
る
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
年
金
記
録
と
住
基
ネ
ッ
ト
本
人
確
認
情
報
と
の
照
合
を
総
務
省
の
依
頼
を
受

け
た
社
会
保
険
庁
が
実
施
し
、
総
務
省
に
情
報
提
供
し
た
と
解
し
て
も
、
法
律
の
拡
大
解
釈
だ
と
考
え
る
が
い
か
が

か
。
届
出
に
よ
ら
な
い
、
住
民
の
居
住
関
係
の
確
認
で
も
な
い
社
会
保
険
庁
の
年
金
検
証
事
務
に
住
基
ネ
ッ
ト
本
人

確
認
情
報
を
利
用
し
た
法
的
根
拠
は
何
か
。
「
住
民
基
本
台
帳
法
」
別
表
お
よ
び
「
総
務
省
令
」
の
ど
こ
に
規
定
さ

れ
て
い
る
の
か
。

（
�
）

こ
れ
ら
年
金
記
録
と
住
基
ネ
ッ
ト
本
人
確
認
情
報
と
を
照
合
し
た
件
数
、
実
際
に
突
合
で
き
て
生
存
状
況
を
把
握

で
き
た
件
数
お
よ
び
そ
の
本
人
確
認
情
報
提
供
手
数
料
を
、
三
つ
の
記
録
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

住
基
ネ
ッ
ト
本
人
確
認
情
報
の
か
な
氏
名
に
つ
い
て

（
�
）

住
基
ネ
ッ
ト
本
人
確
認
情
報
の
か
な
氏
名
に
つ
い
て
は
、
「
今
般
、
総
務
省
自
治
行
政
局
市
町
村
課
か
ら
当
課
に

対
し
、
・
・
・
・
フ
リ
ガ
ナ
は
、
住
民
基
本
台
帳
の
電
算
化
に
際
し
行
政
側
で
取
り
扱
う
『
シ
ス
テ
ム
上
の
検
索
項

二



目
』
と
し
て
付
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
同
一
世
帯
で
あ
っ
て
も
姓
の
フ
リ
ガ
ナ
が
一
致
し
な
い
（
例：

東
（
ひ
が
し
）
と
東
（
あ
ず
ま
）
）
場
合
等
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。
」
（
二
〇
〇
三
年
四
月
三
日
付

け
、
外
務
省
大
臣
官
房
領
事
移
住
部
旅
券
課
企
画
官
の
都
道
府
県
旅
券
事
務
主
管
課
長
あ
て
事
務
連
絡
文
書
「
住
基

ネ
ッ
ト
上
の
フ
リ
ガ
ナ
と
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
フ
リ
ガ
ナ
と
が
一
致
し
な
い
場
合
の
扱
い
【
修
正
要
請
の
緩

和
】
」
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
法
令
上
は
住
民
票
の
記
載
事
項
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条
）
で
も
、

住
基
ネ
ッ
ト
の
本
人
確
認
情
報
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
）
で
も
な
い
か
な
氏
名
を
、
シ
ス
テ
ム

上
、
収
集
・
記
録
し
、
こ
れ
を
利
用
・
提
供
し
て
い
る
住
基
ネ
ッ
ト
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
お
よ
び
行
政
機
関
の
保

有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
」
と
い
う
）
に
違
反
す
る
違
法
な

シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
の
か
。
か
な
氏
名
情
報
を
収
集
・
記
録
し
、
こ
れ
を
利
用
・
提
供
す
る
法
的
根
拠
は
何
か
。

（
�
）

住
基
ネ
ッ
ト
本
人
確
認
情
報
の
か
な
氏
名
に
つ
い
て
、
総
務
省
自
治
行
政
局
市
町
村
課
は
「
一
部
の
市
町
村
に
お

い
て
は
、
濁
音
を
一
律
に
清
音
処
理
し
て
い
る
、
小
さ
な
『
っ
、
ゃ
、
ゅ
、
ょ
』
（
促
音
、
拗
音
）
な
ど
を
『
つ
、

や
、
ゆ
、
よ
』
（
直
音
）
な
ど
と
し
て
扱
っ
て
い
る
、
『
を
、
ぢ
』
を
一
律
に
『
お
、
じ
』
と
し
て
い
る
、
『
ず
』

と
『
づ
』
の
区
別
が
な
い
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
が
構
築
、
運
用
さ
れ
て
お
り
、
フ
リ
ガ
ナ
を
修
正
す
る
た
め
に
は
既
存

三



の
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
の
改
修
を
要
す
る
場
合
が
あ
」
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
同
前
、
事
務
連
絡
文
書
）
。
仮

に
か
な
氏
名
の
利
用
に
法
的
根
拠
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
各
市
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
の
方
式
で
便
宜
的
に
付
し
て
い
る

か
な
氏
名
を
、
全
国
規
模
で
利
用
す
る
本
人
確
認
情
報
の
検
索
キ
ー
と
し
て
そ
の
ま
ま
利
用
・
提
供
す
る
こ
と
は
、

混
乱
を
招
き
、
妥
当
と
は
思
え
な
い
。
シ
ス
テ
ム
の
設
計
ミ
ス
で
は
な
い
の
か
。
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

住
基
ネ
ッ
ト
の
か
な
氏
名
を
利
用
す
る
旅
券
事
務
に
つ
い
て
は
「
当
該
市
町
村
に
お
い
て
、
既
存
の
住
民
基
本
台

帳
シ
ス
テ
ム
の
制
約
や
フ
リ
ガ
ナ
が
『
シ
ス
テ
ム
上
の
検
索
項
目
』
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
フ
リ
ガ
ナ
の
修
正
が
期

待
で
き
な
い
場
合
に
は
、
住
基
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
市
町
村
長
か
ら
都
道
府
県
知
事
に
提
供
さ
れ
て
い
る
フ
リ
ガ
ナ
に

齟
齬
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
に
と
ど
め
、
修
正
が
な
さ
れ
な
く
と
も
、
旅
券
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
は
、
フ
リ
ガ
ナ
の
修
正
に
つ
い
て
市
町
村
に
申
し
出
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
申
請
者
に
委
ね
る
。
」

（
同
前
、
事
務
連
絡
文
書
）
と
い
う
処
理
基
準
が
示
さ
れ
る
一
方
、
都
道
府
県
に
よ
っ
て
は
、
「
旅
券
申
請
書
と
住

基
ネ
ッ
ト
の
ふ
り
が
な
が
異
な
っ
て
い
て
も
そ
の
他
の
事
項
に
よ
り
本
人
の
住
所
が
確
認
で
き
る
と
き
は
、
申
請
者

に
住
基
ネ
ッ
ト
の
ふ
り
が
な
が
誤
っ
て
い
る
と
伝
え
た
り
ふ
り
が
な
を
訂
正
す
る
よ
う
求
め
た
り
は
せ
ず
、
申
請
を

受
理
し
て
い
ま
す
。
」
（
二
〇
〇
三
年
八
月
十
九
日
付
け
一
五
生
都
協
旅
第
三
八
四
号
、
東
京
都
生
活
文
化
局
都
民

四



協
働
部
旅
券
課
長
の
区
市
町
村
住
民
基
本
台
帳
担
当
課
長
あ
て
通
知
文
書
「
住
基
ネ
ッ
ト
に
係
る
旅
券
事
務
に
つ
い

て
」
）
と
い
う
実
態
も
見
受
け
ら
れ
る
。
誤
っ
た
個
人
情
報
を
利
用
・
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の

修
正
を
求
め
な
か
っ
た
り
、
そ
の
事
実
を
本
人
に
伝
え
な
か
っ
た
り
し
て
放
置
す
る
こ
と
は
、
行
政
機
関
個
人
情
報

保
護
法
が
保
障
す
る
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
（
誤
っ
た
自
己
情
報
の
削
除
・
訂
正
権
等
）
を
侵
害
す
る
も
の
と

考
え
る
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

総
務
省
が
実
施
し
た
年
金
記
録
検
証
事
務
（
サ
ン
プ
ル
調
査
）
に
お
い
て
、
住
基
ネ
ッ
ト
本
人
確
認
情
報
と
突
合

し
た
氏
名
は
、
漢
字
氏
名
か
、
か
な
氏
名
か
。

（
�
）

氏
名
、
と
り
わ
け
か
な
氏
名
と
生
年
月
日
の
二
情
報
（
性
別
が
分
か
る
場
合
に
は
三
情
報
）
で
全
国
検
索
し
た
場

合
、
住
所
を
突
合
項
目
と
し
な
い
以
上
、
多
数
の
同
姓
同
名
者
が
検
索
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て

同
一
人
と
特
定
し
た
の
か
。
ま
た
今
後
、
住
基
ネ
ッ
ト
本
人
確
認
情
報
を
利
用
し
て
旧
台
帳
年
金
記
録
の
突
合
作
業

を
進
め
る
場
合
、
二
情
報
な
い
し
三
情
報
し
か
分
か
ら
な
い
同
姓
同
名
者
が
複
数
人
検
索
さ
れ
た
と
き
、
ど
の
よ
う

に
し
て
同
一
人
と
特
定
す
る
の
か
、
判
断
基
準
を
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

今
後
、
住
基
ネ
ッ
ト
本
人
確
認
情
報
を
利
用
し
て
旧
台
帳
の
突
合
作
業
を
進
め
る
場
合
、
氏
名
と
生
年
月
日
の
二

五



情
報
な
い
し
性
別
を
含
め
た
三
情
報
に
加
え
得
る
突
合
項
目
が
あ
れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
そ
の
場
合
、
何
パ
ー

セ
ン
ト
の
記
録
が
突
合
で
き
、
何
パ
ー
セ
ン
ト
の
突
合
ミ
ス
が
発
生
す
る
と
見
積
も
っ
て
い
る
の
か
。

三

年
金
制
度
改
革
に
伴
う
住
基
ネ
ッ
ト
本
人
確
認
情
報
の
利
用
に
つ
い
て

（
�
）

年
金
現
況
届
の
廃
止
に
向
け
、
年
金
受
給
権
者
の
住
民
票
コ
ー
ド
を
特
定
す
る
た
め
、
社
会
保
険
庁
が
実
施
し
て

い
る
年
金
受
給
権
者
の
年
金
記
録
と
住
基
ネ
ッ
ト
本
人
確
認
情
報
と
の
突
合
に
つ
い
て
、
現
在
ま
で
の
毎
月
の
突
合

件
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

こ
の
突
合
に
つ
い
て
、
「
準
備
行
為
」
を
理
由
と
し
て
、
情
報
提
供
手
数
料
の
対
象
外
と
す
る
根
拠
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。
情
報
提
供
手
数
料
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
は
何
か
。
そ
れ
を
判
断
す
る
主
体
は
誰
か
。

（
�
）

こ
の
突
合
状
況
に
つ
い
て
、
本
人
確
認
情
報
の
提
供
件
数
と
し
て
官
報
等
で
公
表
し
な
い
理
由
は
何
か
。
情
報
提

供
手
数
料
の
対
象
外
だ
と
す
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
、
そ
の
件
数
を
公
表
し
な
い
根
拠
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。
公
表
の
可
否
を
決
め
る
主
体
は
誰
か
。
今
後
、
新
た
な
年
金
受
給
権
者
の
突
合
や
情
報
提
供
手
数
料
の
対

象
と
な
ら
な
い
提
供
に
つ
い
て
も
、
提
供
状
況
を
官
報
等
で
公
表
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

（
�
）

第
二
五
回
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
推
進
協
議
会
会
議
録
記
載
の
質
疑
で
「
官
報
に
公
告
し
て
い

六



る
件
数
は
、
手
数
料
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
」
「
こ
の
よ
う
な
準
備
行
為
に
つ
い
て
は
、
情
報
提
供

手
数
料
の
対
象
外
と
し
て
い
ま
す
。
」
と
回
答
し
た
主
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
誰
か
。
ま
た
、
こ
の
会
議
録
の
発
行
主
体

と
、
実
際
に
会
議
録
の
原
文
を
作
成
し
た
主
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
誰
か
。

（
�
）

突
合
に
よ
っ
て
住
民
票
コ
ー
ド
を
特
定
で
き
な
か
っ
た
年
金
受
給
権
者
約
六
〇
〇
万
人
に
つ
い
て
、
住
民
票
コ
ー

ド
の
報
告
を
求
め
た
結
果
、
住
民
票
コ
ー
ド
を
特
定
で
き
た
者
、
特
定
で
き
な
か
っ
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
人
か
。

（
�
）

届
出
を
し
な
い
年
金
未
加
入
者
に
対
す
る
加
入
勧
奨
を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
、
二
十
歳
に
到
達
し
た
全

国
民
の
本
人
確
認
情
報
の
一
括
提
供
は
、
何
ら
か
の
届
出
を
し
た
住
民
の
居
住
関
係
を
確
認
す
る
と
い
う
住
民
基
本

台
帳
法
の
規
定
や
住
基
ネ
ッ
ト
の
利
用
目
的
を
大
き
く
踏
み
外
す
、
安
易
な
利
用
拡
大
だ
と
考
え
る
。
「
住
民
基
本

台
帳
法
」
別
表
が
定
め
る
年
金
事
務
は
、
い
ず
れ
も
何
ら
か
の
届
出
に
関
す
る
事
務
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
届
出

を
し
て
い
な
い
年
金
未
加
入
者
の
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
法
的
根
拠
は
何
か
。
条
文
に
沿
っ
て
具
体
的
に
示
さ

れ
た
い
。
社
会
保
険
庁
改
革
関
連
法
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
三
十
四
歳
に
到
達
し
た
全
国
民
の
本
人
確
認
情
報
の
一
括

提
供
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

右
質
問
す
る
。
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